
令和７年 4月 25日 

 

オープンカウンター方式による見積合わせについて 

 

                                         分任支出負担行為担当官 

                                         中越森林管理署長  中西 雄一郎 

 

 

 下記調達案件について見積合わせを実施するので、参加希望の者は期限までに見積書を提出してく

ださい。 

 

記 

 

１  件    名    １号物件 （トイレットペーパーほか） 

 

２  納入期限   令和７年６月２０日（金） 

 

３  納入場所   中越森林管理署 （〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島６１－８） 

 

４  見積書等提出期限・場所 

○提出期限 ： 令和７年５月２３日（金）１４時００分まで 

○提出場所 ： 〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島６１－８ 中越森林管理署 総務グループ 

  ※電子調達システムによる提出をお願いします。 

   ※電子調達システムで提出することができない場合は、持参若しくは郵便による提出を認めます。 

    （令和７年５月２２日（木）１７時００分まで） 

※提出方法は、「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項」の２ も参照願います。 

 

５ 必要な資格等     

○別紙「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項」の１．（１）～（４）参照。 

   ○令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東・甲信越地域 

の競争参加資格（「物品の製造」または「物品の販売」）を有する者であること。 

 

６  提出書類 

○見積書 

○令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の写し 

※電子調達システムで見積書を提出する場合の見積額は、税抜金額を入力してください。  

※紙で見積書を提出する場合の見積額は、税抜金額と税込金額がわかるように記載し、必ず日付を

記載してください。 

また、必要書類を合封して封緘し、封筒の表に「＜件名＞見積書在中」と朱書きで記載してくださ

い。 

 

７  契約者の決定   

見積書提出者が複数となった場合、予定価格の範囲内で、最低の価格を見積した者を契約の相

手方とします。 

 

８ 契約の締結日    見積採用の日 

 

９  その他 

  ○見積書の提出前に、別紙「オープンカウンター方式の見積依頼に係る留意事項」及び「関東森林



管理局随意契約見積心得」

（https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/kokoroe-5.pdf）を必ず確

認してください。 

○契約条件については、別添「契約条件書」のとおりとし、見積書を提出した場合は、これを承諾した

ものとみなします。 

○仕様書記載の例示品と同等の品質・規格を満たす物品で見積もりする場合は、見積書提出前に担

当者の了解を得てください。 

 

 

（担当：中越森林管理署 総務グループ） 

（TEL：025-772-2143） 



別紙

規格・品質 メーカー名

1 トイレットペーパー
タイプ：Eシングル　長さ：60ｍ　幅：107㎜　芯あり　仕
様：ミシン目入　エンボス加工　1箱(96個)

スマートバリュー 2 箱 同等品可

2 水切りネット
不織布　三角コーナー用　不織布　ホワイト　310×
265mm　１袋３５枚入り

モノタロウ 10 袋 同等品可

3 トイレ消臭スプレー トイレその後に　小林製薬　フレッシュグリーン　280ml 小林製薬 10 本 同等品可

4 キッチンブリーチ マイキッチンブリーチ　ロケット石鹸　600ml ロケット石鹸 10 本 同等品可

5 クリームクレンザー クリームクレンザージフ　ユニリーバ・ジャパン　270ml ユニリーバ・ジャパン 10 本 同等品可

6 食器用スポンジ ネットクリーナー　80×150×20　1パック5個入り モノタロウ 10 パック 同等品可

7 ハンドソープ キレイキレイ　薬用泡ハンドソープ　詰替用　4L ライオン 1 個 同等品可

8 ペーパータオル
スマートタイプ　材質：パルプ100％　種別：シングル　1
箱(200枚×30パック)　シートサイズ(㎜)：230×210

エリエール 2 袋 同等品可

9 ラミネーター bonsaii　A4対応　ホワイト　L409－A bonsaii 1 個 同等品可

10 ラミネートフィルム アイリスオーヤマ100μｍ　LZ-HA100（100枚入り） アイリスオーヤマ 6 箱 同等品可

11 シングルサテンリボン HEIKO　アイボリー6×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

12 シングルサテンリボン HEIKO　キンチャ6×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

13 シングルサテンリボン HEIKO　ネイビー6×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

14 シングルサテンリボン HEIKO　ヒスイ6×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

15 シングルサテンリボン HEIKO　フジ6×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

仕 様 書

備考

１号物件　（トイレットペーパーほか）

番号 物品名 数量 単位

例示品



16 シングルサテンリボン HEIKO　モモ×20　幅6mm　長さ20m　1巻 HEIKO 2 巻 同等品可

17 アルカリ乾電池 単３形　20本入り 東芝 2 パック 同等品可

18 カラーレーザータックインデックス インクジェット　KPC-T693B コクヨ 3 セット

19 カラーレーザータックインデックス インクジェット　KPC-T693R コクヨ 3 セット

合　計 82 点

■ 納入場所

　　中越森林管理署　（新潟県南魚沼市美佐島６１－８）

■ 納入期限

　　令和７年６月２０日（金）

■ その他

　　上記詳細や本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。



別紙 

オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

 

1. 見積合わせに参加する者に必要な資格等 

 (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者   

は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

  (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

  (3) 関東森林管理局長から｢物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領｣  

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

  (4) 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東・甲信越地域の競  

争参加資格（「物品の製造」または「物品の販売」）を有する者であること。 

   ※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積書に関する諸条件        

に違反した見積書は無効とします。 

 

2. 見積依頼書及び仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先 

    中越森林管理署 総務グループ 主任事務管理官 （TEL ０２５－７７２－２１４３） 

    〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島６１－８ 

    ※見積書を郵送する場合は、締切日前日の５月２２日（木）１７時００分必着とし、封筒の表に 

    「＜件名＞見積書在中」と朱書きしてください。 

     ※見積書の宛名は「分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長」としてください。 

 

3. 契約書等の作成の要否 

    会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じて請書の徴取または契約書を作成します。 

   ※契約金額により省略する場合もあります。 

 

4. その他 

   (1) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約を行うことができるものとし   

ます。 

   (2) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 

   (3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 



 

 

契 約 条 件 書（売買） 

 

l この契約条項において(分任)支出負担行為担当官を甲とし、見積書提出者(又は見積

者)を乙と呼称する。 

2 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲の検査を受け、これに合格し

たときをもって引渡しを完了したものとする。 

  甲は納入の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行うものとする。 

3 検査に不合格のものがあったときは、納入期限内又は甲の指定した期限内に代品と引

換え納入して甲の検査を受ける。この場合は前項の条件を適用する。 

4 乙は納入期限までに物品を納入することができないときは、すみやかに納入期限の延

長を申し出るものとする。 

5 乙は天災その他不可抗力による場合のほか納入期限までに物品を納入できないとき

は、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年 3.0 パーセントの遅滞

違約金を甲に支払うものとする。 

6 乙は物品の引渡しを完了したときは、売買代金の支払を請求することができる。 

7 甲は適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとし、甲の責

に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当

該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定により

決定された率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。 

8 引渡し完了後 1 年以内に契約物品にかくれた瑕疵があった場合は、乙は甲の指示に従

い、代品と引換え又は補修費を負担するものとする。 

9 甲は乙がこの契約に関し義務不履行・不正行為があったと認めたとき、又は乙の都合

により解約を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この

場合に乙は、解除部分に対する契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を甲に支払う

ものとする。 

10 前各項のほか定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定めるものと

する。 

11 この契約について紛争を生じたときは、甲・乙協議して定める第三者の調停によって

解決するものとする。 

 

 


